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附　

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

規
　
　
　
則
（
公
）

東
京
都
暴
力
団
排
除
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を

公
布
す
る
。

令
和
６
年
12月
２
日

東
京
都
公
安
委
員
会

委
員
長　

廣　
瀨　

道　
明

◉
東
京
都
公
安
委
員
会
規
則
第
16号

東
京
都
暴
力
団
排
除
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則

東
京
都
暴
力
団
排
除
条
例
施
行
規
則

（平
成
23年
７
月
15日

東
京

都
公
安
委
員
会
規
則
第
７
号

）の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
２
条
第
３
号
を
削
り
、
同
条
第
４
号
中

「第
33条

第
２
号

」を

「第
34条

」に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
３
号
と
し
、
同
条
中
第
５
号

を
第
４
号
と
し
、
第
６
号
か
ら
第
９
号
ま
で
を
１
号
ず
つ
繰
り
上

げ
、
同
条
第
10号

中

「施
用
を
受
け
る
こ
と

」を

「受
施
用

」に
、

「又
は
第
66条

」を

「、
第
66条

」に
、

「に
規
定

」を

「又
は
第

66条
の
２

（施
用
及
び
施
用
の
た
め
の
交
付
並
び
に
受
施
用
に
係
る

部
分
に
限
る
。

）に
規
定

」に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
９
号
と
し
、

同
条
中
第
11号

を
第
10号

と
し
、
第
12号

を
第
11号

と
し
、
同
条
第

13号
ア
中
ア
を
削
り
、
イ
を
ア
と
し
、
ウ
を
イ
と
し
、
同
号
イ
中
イ

を
削
り
、
ウ
を
イ
と
し
、
エ
を
ウ
と
し
、
同
号
を
同
条
第
12号

と

し
、
同
条
中
第
14号

を
第
13号
と
し
、
第
15号

を
第
14号
と
す
る
。

　
　

附　
則

１
　

こ
の
規
則
は
、
令
和
６
年
12月

12日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ

目

次

令
和
六
年
十
二
月
二
日東

京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
百
八
十
四
号

東
京
都
特
定
歴
史
公
文
書
等
の
利
用
等
に
関
す
る
規

則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
特
定
歴
史
公
文
書
等
の
利
用
等
に
関
す
る
規
則
（
令
和
二

年
東
京
都
規
則
第
三
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
第
三
号
中
「
国
民
健
康
保
険
、
健
康
保
険
、
船
員
保
険
、

後
期
高
齢
者
医
療
若
し
く
は
」
を
「
健
康
保
険
法
（
大
正
十
一
年
法

律
第
七
十
号
）
第
五
十
一
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
書
面
、
船
員

保
険
法
（
昭
和
十
四
年
法
律
第
七
十
三
号
）
第
二
十
八
条
の
二
第
一

項
に
規
定
す
る
書
面
、
国
民
健
康
保
険
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第

百
九
十
二
号
）
第
九
条
第
二
項
（
同
法
第
二
十
二
条
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
書
面
、
高
齢
者
の
医
療
の
確
保

に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
）
第
五
十
四
条
第

三
項
に
規
定
す
る
書
面
、
防
衛
省
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律

（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
六
十
六
号
）
第
二
十
二
条
第
六
項
に

規
定
す
る
書
面
、
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律

第
百
二
十
八
号
）
第
五
十
三
条
の
二
第
一
項
（
私
立
学
校
教
職
員
共

済
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
二
百
四
十
五
号
）
第
二
十
五
条
に
お

い
て
同
項
の
規
定
を
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規

定
す
る
書
面
若
し
く
は
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
（
昭
和
三
十
七

年
法
律
第
百
五
十
二
号
）
第
五
十
五
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
書

面
、
」
に
改
め
、
「
、
国
家
公
務
員
共
済
組
合
若
し
く
は
地
方
公
務

員
共
済
組
合
の
組
合
員
証
、
私
立
学
校
教
職
員
共
済
制
度
の
加
入
者

証
」
及
び
「
、
特
別
児
童
扶
養
手
当
証
書
」
を
削
る
。

第
十
二
条
第
二
項
中
「
光
デ
ィ
ス
ク
」
を
「
電
磁
的
記
録
媒
体

（
電
磁
的
記
録
に
係
る
記
録
媒
体
を
い
う
。
）
」
に
改
め
る
。

規
　
　
　
則

○
東
京
都
特
定
歴
史
公
文
書
等
の
利
用
等
に
関
す
る
規
則
の

　

一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…（
総
務
局
公
文
書
館
）…	

一

規
　
　
　
則
（
公
）

○
東
京
都
暴
力
団
排
除
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

　

規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…	
一

○
東
京
都
薬
物
の
濫
用
防
止
に
関
す
る
条
例
に
基
づ
く
警
察

　

職
員
に
よ
る
立
入
調
査
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正

　

す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…	

二

公
　
　
　
告

○
都
市
計
画
の
案
（
七
件
）
…
…
…
…（
都
市
整
備
局
都
市

　

づ
く
り
政
策
部
土
地
利
用
計
画
課
・
都
市
基
盤
部
調
整
課
）…	

二

○
管
理
処
分
計
画
の
変
更
の
縦
覧
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　

…
…
…
…
…
…
…（
都
市
整
備
局
市
街
地
整
備
部
再
開
発
課
）…	

四

雑
　
　
　
報

○
東
京
都
職
員
共
済
組
合
組
合
会
互
選
議
員
選
挙
の
結
果
…

　

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
東
京
都
職
員
共
済
組
合
）…	

四

規
　
　
　
則

東
京
都
特
定
歴
史
公
文
書
等
の
利
用
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を

改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

▷

日
刊
（
日
曜
日
、
土
曜
日
、
休
日
休
刊
）
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東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部

都
市
計
画
課

都
市
計
画
の
案
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二

項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
東

京
都
市
計
画
用
途
地
域
に
係
る
都
市
計
画
の
案
を
次
の
よ
う
に
公
告

す
る
。

な
お
、
関
係
区
の
住
民
及
び
利
害
関
係
人
は
、
縦
覧
期
間
中
東
京

都
に
対
し
て
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

令
和
六
年
十
二
月
二
日東

京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

一

都
市
計
画
の
種
類

都
市
計
画
を
定
め
る
土
地
の
区
域

東
京
都
市
計
画
用

途
地
域

　

	

第
一
種
中
高
層

住
居
専
用
地
域

削
除
す
る
部
分

　

足
立
区
江
北
一
丁
目
地
内

　

	

第
一
種
住
居
地

域

追
加
す
る
部
分

　

江
東
区
海
の
森
三
丁
目
地
内

削
除
す
る
部
分

　

足
立
区
江
北
二
丁
目
地
内

　

近
隣
商
業
地
域

追
加
す
る
部
分

　

	

足
立
区
江
北
二
丁
目
及
び
江
北
四
丁
目

各
地
内

　

準
工
業
地
域

追
加
す
る
部
分

　

	

江
東
区
海
の
森
三
丁
目
地
先
並
び
に
大

田
区
令
和
島
一
丁
目
、
令
和
島
二
丁
目

及
び
足
立
区
江
北
一
丁
目
各
地
内

削
除
す
る
部
分

　

足
立
区
江
北
四
丁
目
地
内

２　
こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
東
京
都

薬
物
の
濫
用
防
止
に
関
す
る
条
例
に
基
づ
く
警
察
職
員
に
よ
る
立

入
調
査
等
に
関
す
る
規
則
別
記
様
式
第
３
号
に
よ
る
用
紙
で
、
現

に
残
存
す
る
も
の
は
、
所
要
の
修
正
を
加
え
、
な
お
使
用
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

公
　
　
　
告

都
市
計
画
の
案
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二

項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
東

京
都
市
計
画
区
域
区
分
に
係
る
都
市
計
画
の
案
を
次
の
よ
う
に
公
告

す
る
。

な
お
、
関
係
区
の
住
民
及
び
利
害
関
係
人
は
、
縦
覧
期
間
中
東
京

都
に
対
し
て
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

令
和
六
年
十
二
月
二
日東

京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

一

都
市
計
画
の
種
類

都
市
計
画
を
定
め
る
土
地
の
区
域

東
京
都
市
計
画
区

域
区
分

　

市
街
化
区
域

追
加
す
る
部
分

　
	

江
東
区
海
の
森
一
丁
目
、
海
の
森
二
丁

目
、
海
の
森
三
丁
目
、
大
田
区
令
和
島

一
丁
目
及
び
令
和
島
二
丁
目
各
地
内
並

び
に
江
東
区
海
の
森
三
丁
目
地
先

二

縦
覧
場
所

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部

都
市
計
画
課
（
東
京
都
庁
第
二
本
庁
舎
十

二
階
北
側
）
並
び
に
江
東
区
役
所
及
び
大

田
区
役
所

三

縦
覧
期
間

公
告
の
日
か
ら
二
週
間

四

意
見
書
の
提
出
先

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

し
、
第
２
条
第
４
号
の
改
正
規
定

（
「第

33条
第
２
号

」を

「第

34条

」に
改
め
る
部
分
に
限
る
。

）は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す

る
。

２

　

こ
の
規
則
の
施
行
前
に
し
た
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
東
京

都
暴
力
団
排
除
条
例
施
行
規
則
第
２
条
第
３
号
及
び
第
13号

に
規

定
す
る
罪
に
当
た
る
行
為
は
、
東
京
都
暴
力
団
排
除
条
例

（平
成

23年
東
京
都
条
例
第
54号

）第
２
条
第
５
号
の
規
定
の
適
用
に
当

た
っ
て
は
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
東
京
都
暴
力
団
排
除
条

例
施
行
規
則
第
２
条
に
規
定
す
る
罪
に
当
た
る
行
為
と
み
な
す
。

東
京
都
薬
物
の
濫
用
防
止
に
関
す
る
条
例
に
基
づ
く
警
察
職
員
に

よ
る
立
入
調
査
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布

す
る
。令
和
６
年
12月
２
日

東
京
都
公
安
委
員
会

委
員
長　

廣　
瀨　

道　
明

◉東
京
都
公
安
委
員
会
規
則
第
17号

東
京
都
薬
物
の
濫
用
防
止
に
関
す
る
条
例
に
基
づ
く

警
察
職
員
に
よ
る
立
入
調
査
等
に
関
す
る
規
則
の
一

部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
薬
物
の
濫
用
防
止
に
関
す
る
条
例
に
基
づ
く
警
察
職
員
に

よ
る
立
入
調
査
等
に
関
す
る
規
則

（平
成
26年

12月
19日

東
京
都
公

安
委
員
会
規
則
第
19号

）の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
様
式
第
３
号
中

「第
２
条
第
７
号

」を

「第
２
条
第
６
号

」

に
改
め
る
。

　
　

附　
則

１　
こ
の
規
則
は
、
令
和
６
年
12月
12日

か
ら
施
行
す
る
。
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東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部

都
市
計
画
課

都
市
計
画
の
案
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二

項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
東

京
都
市
計
画
地
区
計
画
に
係
る
都
市
計
画
の
案
を
次
の
よ
う
に
公
告

す
る
。

な
お
、
関
係
区
の
住
民
及
び
利
害
関
係
人
は
、
縦
覧
期
間
中
東
京

都
に
対
し
て
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

令
和
六
年
十
二
月
二
日東

京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

一

都
市
計
画
の
種
類

都
市
計
画
を
定
め
る
土
地
の
区
域

東
京
都
市
計
画
地

区
計
画

　

	

若
葉
地
区
地
区

計
画

変
更
す
る
部
分

　

	

新
宿
区
若
葉
一
丁
目
、
若
葉
二
丁
目
、

若
葉
三
丁
目
、
南
元
町
及
び
須
賀
町
各

地
内

二

縦
覧
場
所

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部

都
市
計
画
課
（
東
京
都
庁
第
二
本
庁
舎
十

二
階
北
側
）
及
び
新
宿
区
役
所

三

縦
覧
期
間

公
告
の
日
か
ら
二
週
間

四

意
見
書
の
提
出
先

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部

都
市
計
画
課

都
市
計
画
の
案
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二

項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
東

京
都
市
計
画
下
水
道
に
係
る
都
市
計
画
の
案
を
次
の
よ
う
に
公
告
す

る
。

削
除
す
る
部
分

　

	

江
東
区
青
海
一
丁
目
、
青
海
二
丁
目
及

び
有
明
三
丁
目
各
地
内

二

縦
覧
場
所

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部

都
市
計
画
課
（
東
京
都
庁
第
二
本
庁
舎
十

二
階
北
側
）
並
び
に
江
東
区
役
所
及
び
大

田
区
役
所

三

縦
覧
期
間

公
告
の
日
か
ら
二
週
間

四

意
見
書
の
提
出
先

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部

都
市
計
画
課

都
市
計
画
の
案
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二

項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
東

京
都
市
計
画
地
区
計
画
に
係
る
都
市
計
画
の
案
を
次
の
よ
う
に
公
告

す
る
。

な
お
、
関
係
区
の
住
民
及
び
利
害
関
係
人
は
、
縦
覧
期
間
中
東
京

都
に
対
し
て
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

令
和
六
年
十
二
月
二
日東

京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

一

都
市
計
画
の
種
類

都
市
計
画
を
定
め
る
土
地
の
区
域

東
京
都
市
計
画
地

区
計
画

　

	

晴
海
地
区
地
区

計
画

変
更
す
る
部
分

　

中
央
区
晴
海
四
丁
目
地
内

二

縦
覧
場
所

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部

都
市
計
画
課
（
東
京
都
庁
第
二
本
庁
舎
十

二
階
北
側
）
及
び
中
央
区
役
所

三

縦
覧
期
間

公
告
の
日
か
ら
二
週
間

四

意
見
書
の
提
出
先

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

変
更
す
る
部
分

　

足
立
区
江
北
一
丁
目
地
内

　

工
業
専
用
地
域

追
加
す
る
部
分

　

	

江
東
区
海
の
森
一
丁
目
、
海
の
森
二
丁

目
及
び
海
の
森
三
丁
目
各
地
内

二

縦
覧
場
所

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部

都
市
計
画
課
（
東
京
都
庁
第
二
本
庁
舎
十

二
階
北
側
）
並
び
に
江
東
区
役
所
、
大
田

区
役
所
及
び
足
立
区
役
所

三

縦
覧
期
間

公
告
の
日
か
ら
二
週
間

四

意
見
書
の
提
出
先

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部

都
市
計
画
課

都
市
計
画
の
案
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二

項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
東

京
都
市
計
画
臨
港
地
区
に
係
る
都
市
計
画
の
案
を
次
の
よ
う
に
公
告

す
る
。

な
お
、
関
係
区
の
住
民
及
び
利
害
関
係
人
は
、
縦
覧
期
間
中
東
京

都
に
対
し
て
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

令
和
六
年
十
二
月
二
日東

京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

一

都
市
計
画
の
種
類

都
市
計
画
を
定
め
る
土
地
の
区
域

東
京
都
市
計
画
臨

港
地
区

　

	

東
京
港
臨
港
地

区

追
加
す
る
部
分

　

	

江
東
区
海
の
森
一
丁
目
、
海
の
森
二
丁

目
、
海
の
森
三
丁
目
、
大
田
区
令
和
島

一
丁
目
及
び
令
和
島
二
丁
目
各
地
内
並

び
に
江
東
区
海
の
森
三
丁
目
地
先
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東
京
都
職
員
共
済
組
合
組
合
会
互
選
議
員
選
挙
の
結

果
に
つ
い
て

令
和
六
年
十
一
月
十
五
日
に
執
行
し
た
東
京
都
職
員
共
済
組
合
組

合
会
互
選
議
員
選
挙
に
次
の
者
が
当
選
し
た
の
で
、
東
京
都
職
員
共

済
組
合
定
款
（
昭
和
三
十
七
年
十
二
月
一
日
公
告
）
第
十
六
条
第
二

項
の
規
定
に
基
づ
き
公
告
す
る
。

令
和
六
年
十
二
月
二
日

東
京
都
職
員
共
済
組
合

理
事
長　

栗　

岡　

祥　

一

選
挙
区

定
数

当
選
者
氏
名

所
属

第
一
区

三

土
橋　

潤
也

東
京
都
福
祉
局
高
齢
者
施

策
推
進
部
介
護
保
険
課

西
村　
　

剛

東
京
都
中
央
卸
売
市
場
豊

洲
市
場
水
産
農
産
品
課

野
口　
　

貴

東
京
都
産
業
労
働
局
農
業

振
興
事
務
所
振
興
課

第
二
区

四

石
澤　

清
光

文
京
区
総
務
部
職
員
課

富
永　

秀
樹

江
戸
川
区
福
祉
部
生
活
援

護
第
一
課

安
田　

直
美

世
田
谷
区
子
ど
も
若
者
部

保
育
課
（
退
職
時
）

籠
谷　

勝
治

荒
川
区
管
理
部
営
繕
課

第
三
区

三

諸
隈　

信
行

東
京
都
水
道
局
南
部
支
所

庶
務
課
（
退
職
時
）

見
城　

史
浩

東
京
都
交
通
局
車
両
電
気

部
大
島
車
両
検
修
場

山
本　

陽
太

東
京
消
防
庁
人
事
部
厚
生

課

東
京
都
市
計
画
流

通
業
務
団
地

　

	

西
北
部
流
通
業

務
団
地

変
更
す
る
部
分

　

	

板
橋
区
高
島
平
六
丁
目
及
び
高
島
平
七

丁
目
各
地
内

二

縦
覧
場
所

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部

都
市
計
画
課
（
東
京
都
庁
第
二
本
庁
舎
十

二
階
北
側
）
及
び
板
橋
区
役
所

三

縦
覧
期
間

公
告
の
日
か
ら
二
週
間

四

意
見
書
の
提
出
先

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部

都
市
計
画
課

管
理
処
分
計
画
の
変
更
の
縦
覧
に
つ
い
て

東
京
都
市
計
画
事
業
泉
岳
寺
駅
地
区
第
二
種
市
街
地
再
開
発
事
業

の
管
理
処
分
計
画
を
変
更
す
る
た
め
、
都
市
再
開
発
法
（
昭
和
四
十

四
年
法
律
第
三
十
八
号
）
第
百
十
八
条
の
十
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
八
十
三
条
第
一
項
及
び
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
六
年
十
二
月
二
日

　
　
　
　

	

東
京
都
市
計
画
事
業
泉
岳
寺
駅
地
区
第
二
種
市
街
地
再

開
発
事
業

　
　
　
　
　
　

施
行
者　

東
京
都

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

一

縦
覧
期
間

令
和
六
年
十
二
月
三
日
か
ら
同
月
十
六
日
ま
で

二

縦
覧
場
所

港
区
高
輪
二
丁
目
十
六
番
五
号
東
武
高
輪
第
二
ビ

ル
四
階

東
京
都
第
二
市
街
地
整
備
事
務
所
泉
岳
寺
駅
地
区

事
務
所

三

縦
覧
時
間

午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

な
お
、
関
係
区
の
住
民
及
び
利
害
関
係
人
は
、
縦
覧
期
間
中
東
京

都
に
対
し
て
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

令
和
六
年
十
二
月
二
日東

京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

一

都
市
計
画
の
種
類

都
市
計
画
を
定
め
る
土
地
の
区
域

東
京
都
市
計
画
下

水
道

　

	

東
京
都
公
共
下

水
道

追
加
す
る
部
分

　

	
江
東
区
海
の
森
一
丁
目
、
海
の
森
二
丁

目
、
海
の
森
三
丁
目
、
大
田
区
令
和
島

一
丁
目
及
び
令
和
島
二
丁
目
各
地
内
並

び
に
江
東
区
海
の
森
三
丁
目
地
先

二

縦
覧
場
所

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部

都
市
計
画
課
（
東
京
都
庁
第
二
本
庁
舎
十

二
階
北
側
）
並
び
に
江
東
区
役
所
及
び
大

田
区
役
所

三

縦
覧
期
間

公
告
の
日
か
ら
二
週
間

四

意
見
書
の
提
出
先

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部

都
市
計
画
課

都
市
計
画
の
案
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二

項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
東

京
都
市
計
画
流
通
業
務
団
地
に
係
る
都
市
計
画
の
案
を
次
の
よ
う
に

公
告
す
る
。

な
お
、
関
係
区
の
住
民
及
び
利
害
関
係
人
は
、
縦
覧
期
間
中
東
京

都
に
対
し
て
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

令
和
六
年
十
二
月
二
日東

京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

一

都
市
計
画
の
種
類

都
市
計
画
を
定
め
る
土
地
の
区
域

発 行
東

京

都

東
京
都
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

電
話

〇
三（
五
三
二
一
）一
一
一
一（
代
）
郵便番号
１６３―８００１
定 価

本
号

円

一
箇
月

円

（
郵
送
料
を
含
む
。）
印刷所
電
話

〇
三（
五
二
七
六
）〇
八
一
一（
代
）
郵便番号
１０１―００５１

三

鈴

印

刷

株

式

会

社

東
京
都
千
代
田
区
神
田
神
保
町
二
丁
目
三
十
二
番
地
一

三
〇

六
、
六
〇
〇


